
1/エラー! ブックマークが定義されていません。 

半
田
市
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

半
田
市
長 

久 

世 

孝 

宏 
 

 

半
田
市
規
則
第
二
十
一
号 

 
 
 

半
田
市
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則 

 

半
田
市
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
十
年
半
田
市
規

則
第
十
七
号)

は
、
廃
止
す
る
。 

  
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


